
新 旧 備 考

第２０類 第２０類
野菜、果実、ナット、その他植物の部分の調製品 野菜、果実、ナット、その他植物の部分の調製品

注 注
１～４ （省 略） １～４ （省 略）
５ 第20.07 項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を減らすことにより又はそ （新 設）
の他の手段により粘性を増すために、大気圧における又は減圧下での熱処理により得られたも
のをいう。
６ （省 略） ５ （省 略）

号注 号注
１、２ （省 略） １、２ （省 略）
３ 第2009.12 号、第2009.21 号、第2009.31 号、第2009.41 号、第2009.61 号及び第2009.71 （新 設）
号において「ブリックス値」とは、温度20度におけるブリックスハイドロメーター又は屈折計
（屈折率をしよ糖含有率（ブリックスの値）として目盛られたものに限る。）の読み値（温度
20度と異なる温度で測定した場合には、温度20度における値に補正したもの。）をいう。

総説 総説
この類には、次の物品を含む。 この類には、次の物品を含む。
(１)、(２) （省 略） (１)、(２) （省 略）
(３) ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー、果実又はナット (３) 加熱による調理をした調製品、すなわち、ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実
のペースト（加熱調理して得られたものに限る。） 又はナットのピューレー、果実又はナットのペースト
(４)～(７) （省 略） (４)～(７) （省 略）

（省 略） （省 略）
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２０．０１ 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他 ２０．０１ 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他
植物の食用の部分 植物の食用の部分

（省 略） （省 略）
（削 除） 2001.20 －たまねぎ
（省 略） （省 略）

２０．０３ 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ（食酢又は酢酸により調製し ２０．０３ 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ（食酢又は酢酸により調製し
又は保存に適する処理をしたものを除く。） 又は保存に適する処理をしたものを除く。）
2003.10 －きのこ（はらたけ属のもの） 2003.10 －きのこ
2003.20 －トリフ 2003.20 －トリフ
2003.90 －その他のもの

（省 略） （省 略）

２０．０７ ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又 ２０．０７ ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又
はナットのペースト（加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の はナットのペースト（加熱による調理をした調製品に限るものとし、砂糖その他の
甘味料を加えてあるかないかを問わない。） 甘味料を加えてあるかないかを問わない。）

（省 略） （省 略）
フルーツゼリーは、果汁（生又は加熱調理した果実からしぼつたもの）に冷えた フルーツゼリーは、果汁（生又は煮た果実からしぼつたもの）に冷えた製品が固
製品が固まる程度に砂糖を加えて煮詰つめることにより調製される。堅く透明で、 まる程度に砂糖を加えて煮詰つめることにより調製される。堅く透明で、果実の断
果実の断片は含んでいない。 片は含んでいない。

（省 略） （省 略）
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２０．０８ 果実、ナットその他植物の食用の部分（その他の調製をし又は保存に適する処理を ２０．０８ 果実、ナットその他植物の食用の部分（その他の調製をし又は保存に適する処理を
したものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかない したものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかない
かを問わず、他の項に該当するものを除く。） かを問わず、他の項に該当するものを除く。）

(省 略) (省 略)
2008.70 －桃（ネクタリンを含む。） 2008.70 －桃

(省 略) (省 略)
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２０．０９ 果実又は野菜のジュース（ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコール ２０．０９ 果実又は野菜のジュース（ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコール
を加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問 を加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問
わない。） わない。）
－オレンジジュース －オレンジジュース

2009.11 －－冷凍したもの 2009.11 －－冷凍したもの
2009.12 －－冷凍してないもの（ブリックス値が20以下のものに限る。）
2009.19 －－その他のもの
－グレープフルーツジュース 2009.19 －－その他のもの

2009.21 －－ブリックス値が20以下のもの 2009.20 －グレープフルーツジュース
2009.29 －－その他のもの
－その他のかんきつ類の果実のジュース（二以上の果実から得たものを除
く。） 2009.30 －その他のかんきつ類の果実のジュース（二以上の果実から得たものを除

2009.31 －－ブリックス値が20以下のもの く。）
2009.39 －－その他のもの
－パイナップルジュース

2009.41 －－ブリックス値が20以下のもの 2009.40 －パイナップルジュース
2009.49 －－その他のもの
2009.50 －トマトジュース
－ぶどうジュース（ぶどう搾汁を含む。） 2009.50 －トマトジュース

2009.61 －－ブリックス値が30以下のもの 2009.60 －ぶどうジュース（ぶどう搾汁を含む。）
2009.69 －－その他のもの
－りんごジュース

2009.71 －－ブリックス値が20以下のもの 2009.70 －りんごジュース
2009.79 －－その他のもの

（省 略） （省 略）
ジュースとは発酵してないもの及びアルコールを含有しないものをいう（この類 ジュースとは発酵してないもの及びアルコールを含有しないものをいう（この類
の注６参照）。 の注５参照）。

（省 略） （省 略）
（次葉へ） （次葉へ）
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（前葉より） （前葉より）

この項のジュースは、濃縮（冷凍してあるかないかを問わない。）又は結晶状若 この項のジュースは、濃縮（冷凍してあるかないかを問わない。）又は結晶状若
しくは粉末状であつてもよい。後者の場合、それは完全に又は殆ど完全に水に溶解 しくは粉末状であつてもよい。後者の場合、それは完全に又は殆ど完全に水に溶解
するものに限られる。このような物品は、通常、加熱（真空中で行うものであるか するものに限られる。このような物品は、通常、加熱（真空中で行うものであるか
ないかを問わない。）あるいは冷却（凍結乾燥（Lyophilisation )）を含む処理工 ないかを問わない。）あるいは冷却（凍結乾燥（Lyophilisation )）を含む処理工
程によつて製造される。 程によつて製造される。
ある種の濃縮ジュースは、そのブリックス値を基準として、濃縮されてないもの （新 設）
と区別することができる（この類の号注３参照）。

（省 略） （省 略）
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２１．０１ コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした ２１．０１ コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした
調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒ 調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒ
ー代用物（いつたものに限る。）並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 ー代用物（いつたものに限る。）並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物

（省 略） （省 略）
この項には、次の物品を含まない。 この項には、次の物品を含まない。
(ａ) コーヒーを含有するいつたコーヒー代用物（コーヒーの含有量のいかんを問 (ａ) コーヒーを含有するいつたコーヒー代用物（09.01 ）
わない。）（09.01 ）
(ｂ)～(ｄ) （省 略） (ｂ)～(ｄ) （省 略）

２１．０２ 酵母（活性のものであるかないかを問わない。）及びその他の単細胞微生物（生き ２１．０２ 酵母（活性のものであるかないかを問わない。）及びその他の単細胞微生物（生き
ていないものに限るものとし、第30.02 項のワクチンを除く。）並びに調製したベ ていないものに限るものとし、第30.02 項のワクチンを除く。）並びに調製したベ
ーキングパウダー ーキングパウダー

（省 略） （省 略）
(Ａ) 酵母 (Ａ) 酵母
（省 略） （省 略）

不活性酵母は、乾燥することによつて得られるものであるが、一般にはビール酵 不活性酵母は、通常ビール酵母、ディスティラリー酵母又はベーカー酵母である
母、ディスティラリー酵母又はベーカリー酵母のうち、ビール醸造、蒸留酒製造又 が、ビール醸造、蒸留酒製造又はパン製造に供するのには活性が弱くなつたものを
はパン製造に供するのには活性が弱くなつたものをいう。これらのものは、食用 乾燥することにより得られる。これらのものは、食用（ビタミンＢ源）又は飼料用
（ビタミンＢ源）又は飼料用に供される。ただし、乾燥酵母の重要性が増大するに に供される。ただし、乾燥酵母の重要性が増大するにつれて特別に調製された活性
つれて特別に調製された活性酵母から直接生産される場合が多くなりつつある。 酵母から直接生産される場合が多くなりつつある。
(Ｂ)(Ｃ) （省 略） (Ｂ)(Ｃ) （省 略）
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２１．０４ スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 ２１．０４ スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品
（省 略） （省 略）

(Ａ) スープ、ブロス及びスープ又はブロス用の調製品 (Ａ) スープ、ブロス及びスープ又はブロス用の調製品
(１) 水、ミルク等の添加のみを必要とするスープ用又はブロス用の調製品 (１) 水、ミルク等のみの添加を必要とするスープ用又はブロス用の調製品
(２) （省 略） (２) （省 略）
(Ｂ) （省 略） (Ｂ) （省 略）

（省 略） （省 略）

２１．０５ アイスクリームその他の氷菓（ココアを含有するかしないかを問わない。） ２１．０５ アイスクリームその他の氷菓（ココアを含有するかしないかを問わない。）
この項には、通常ミルク又はクリームをもととして調製されたアイスクリーム及 この項には、通常ミルク又はクリームをもととして調製されたアイスクリーム及
びその他の氷菓（例えば、シャーベット、アイスキャンディー（iced びその他の氷菓（例えば、シャーベット、アイスキャンディー（iced
lollipops））を含む（その割合を問わず、ココアを含有するかしないかを問わな lollipops））を含む（ココアを含有するかしないかを問わない。）。ただし、こ
い。）。ただし、この項には、アイスクリーム用のミックス及びベースは含まな の項には、アイスクリーム用のミックス及びベースは含まない。それらのものは、
い。それらのものは、本質的な構成成分に従つて所属が決定される（例えば、 本質的な構成成分に従つて所属が決定される（例えば、18.06 、19.01 又は21.06
18.06 、19.01 又は21.06 ）。 ）。
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２２．０１ 水（天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味 ２２．０１ 水（天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味
料を加えたものを除く。）、氷及び雪 料を加えたものを除く。）、氷及び雪

（省 略） （省 略）
この項には、次の物品を含む。 この項には、次の物品を含む。
(Ａ)、(Ｂ) （省 略） (Ａ)、(Ｂ) （省 略）
(Ｃ) 炭酸水：すなわち通常の飲料水に圧力をかけて炭酸ガスを封入したものであ (Ｃ) 炭酸水：すなわち通常の飲料水に圧力をかけて炭酸ガスを封入したものであ
る。これらは、しばしばソーダ水とかセルツァー（seltzer ）水とかよばれる る。これらは、しばしばソーダ水とかセルツァー（seltzer ）水とかよばれる
が、本来のセルツァー水は天然の鉱水である。 が、本来のセルツァー水は天然の鉱水である。
この項には、甘味を付け又は香味を付けた炭酸水を含まない（22.02 ）。 （新 設）

(Ｄ) （省 略） (Ｄ) （省 略）

２２．０６ その他の発酵酒（例えば、りんご酒、なし酒及びミード）並びに発酵酒とアルコー ２２．０６ その他の発酵酒（例えば、りんご酒、なし酒及びミード）並びに発酵酒とアルコー
ルを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物（他の項に該当するものを除 ルを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物（他の項に該当するものを除
く。） く。）

（省 略） （省 略）
この項はまた発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び22類の発酵酒 また、これらの飲料のある種のものには、ビタミン類又は鉄化合物が添加される

じ

の混合物（例えば、レモネードとビール又はワインとの混合物、ビールとワインの こともある。時に食餌補助剤と称されるこれらの物品は、通常の健康を維持するよ
混合物）でアルコール分が0.5 ％を超えるものを含む。 うに作られたものである。
また、これらの飲料のある種のものには、ビタミン類又は鉄化合物が添加される この項はまた発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び22類の発酵酒

じ

こともある。時に食餌補助剤と称されるこれらの物品は、通常の健康を維持するよ の混合物（例えば、レモネードとビール又はワインとの混合物、ビールとワインの
うに作られたものである。 混合物）でアルコール分が0.5 ％を超えるものを含む。

（省 略） （省 略）



新 旧 備 考

２２．０８ エチルアルコール（変性させてないものでアルコール分が80％未満のものに限 ２２．０８ エチルアルコール（変性させてないものでアルコール分が80％未満のものに限
る。）及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料 る。）及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料

（省 略） （省 略）
この項には、次の物品を含む（アルコール分のいかんを問わない）。 この項には、次の物品を含む（アルコール分のいかんを問わない）。
(Ａ) 香味料を加えることなく、ぶどう酒、りんご酒その他の発酵酒又は穀物その (Ａ) 香味料を加えることなく、ぶどう酒、りんご酒その他の発酵酒又は穀物その
他の植物性生産物を発酵させたものを蒸留して得られる蒸留酒：これらのもの 他の植物性生産物を発酵させたものを蒸留して得られる蒸留酒：これらのもの
は、エステル、アルデヒド、酸、高級アルコール等の副次成分の全部又は一部 は、エステル、アルデヒド、高級アルコール等の副次成分の全部又は一部を含
を含み、これがそれぞれの酒に特有の香味及び芳香を与えている。 み、これがそれぞれの酒に特有の香味及び芳香を与えている。
(Ｂ)、(Ｃ) （省 略） (Ｂ)、(Ｃ) （省 略）

（省 略） （省 略）
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第２３類 第２３類
食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

（省 略） （省 略）
。 （新 設）
。。

号注
１ 第2306.41 号において「菜種油かす（低エルカ酸のもの）」とは、第12類号注１に定義され
る種のものをいう。

（省 略） （省 略）

せい せきつい せい せきつい

２３．０１ 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミー ２３．０１ 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミー
ル及びペレット（食用に適しないものに限る。）並びに獣脂かす ル及びペレット（食用に適しないものに限る。）並びに獣脂かす

（省 略） （省 略）
この項には、次の物品を含む。 この項には、次の物品を含む。

せい ほ せい ほ

(１) 粉及びミール：動物（家きん、海棲哺乳動物、魚又は甲殻類、軟体動物若し (１) 粉及びミール：動物（家きん、海棲哺乳動物、魚又は甲殻類、軟体動物若し
せい せきつい せい せきつい

くはその他の水棲無脊椎動物）又は動物性生産品（肉若しくはくず肉等で、 くはその他の水棲無脊椎動物）又は動物性生産品（肉若しくはくず肉等で、
骨、角、貝殻等を除く。）加工の際得られるもので、食用に適さないもの。こ 骨、角、貝殻等を除く。）加工の際得られるもので、食用に適さないもの。こ
れらの物品（主に屠殺場、水産物の加工船、缶詰及び缶詰工場等から得られ れらの物品（主に屠殺場、水産物の加工船、缶詰及び缶詰工場等から得られ
る。）は、通常蒸気加熱し、油脂を分離するため圧搾し、又は溶剤で処理す る。）は、通常蒸気加熱し、油脂を分離するため圧搾し、又は溶剤で処理す
る。このようにして得られた物品は、更に加熱によつて乾燥、殺菌され、最後 る。このようにして得られた物品は、更に加熱によつて乾燥、殺菌され、最後
に粉砕される。 に粉砕される。
この項には、ペレット状（この類の総説参照）にした上記物品を含む。 この項には、ペレット状（この類の総説参照）にした上記物品を含む。
この項の粉、ミール及びペレットは、主に飼料として使用されるが、その他 （新 説）
の目的（例えば、肥料）に使用されることもある。
(２) （省 略） (２) （省 略）



新 旧 備 考

２３．０２ ふすま、ぬかその他のかす（穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生 ２３．０２ ふすま、ぬかその他のかす（穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生
ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。） ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。）

(省 略） (省 略）
(Ａ) 穀物の製粉の際に生ずるふすま、ぬかその他のかす (Ａ) 穀物の製粉の際に生ずるふすま、シャープスその他のかす

(省 略） (省 略）
これらは、特に、次の物品がある。 これらは、特に、次の物品がある。
(１) （省 略） (１) （省 略）
(２) ぬか：小麦粉を製造する際の副産物で、粉砕された穀物から得られ、ふ (２) シャープス：小麦粉を製造する際の副産物で、粉砕された穀物から得ら
るいにかけてよく分離された穀皮のほか、わずかな穀粉から成る。 れ、ふるいにかけてよく分離された穀皮のほか、わずかな穀粉から成る。

(Ｂ)、(Ｃ) （省 略） (Ｂ)、(Ｃ) （省 略）
（省 略） （省 略）



新 旧 備 考

２３．０６ その他の植物性の油かす（粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを ２３．０６ その他の植物性の油かす（粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを
問わないものとし、第23.04 項又は第23.05 項のものを除く。） 問わないものとし、第 23.04項又は第 23.05項のものを除く。）

（省 略） （省 略）
－菜種油かす 2306.40 －菜種油かす

2306.41 －－菜種油かす（低エルカ酸のもの）
2306.49 －－その他のもの

（省 略） （省 略）
この項には、米ぬかから油を抽出して得られる脱脂ぬか（de－oiled bran）を含 ある種のかす（亜麻の種、綿実、ごま、コプラ等）は、有用な飼料となる。ある
む。 もの（例えば、ヒマ）は、飼料には適さず肥料として使用される。その他のもの
ある種のかす（亜麻の種、綿実、ごま、コプラ等）は、有用な飼料となる。ある （例えば、苦扁桃仁及びからし菜のかす）には、精油の抽出に使用されるものもあ
もの（例えば、ヒマ）は、飼料には適さず肥料として使用される。その他のもの る。
（例えば、苦扁桃仁及びからし菜のかす）には、精油の抽出に使用されるものもあ この項には、米ぬかから油を抽出して得られる脱脂ぬか（de－oiled bran）を含
る。 む。
この項に属するかすは、スラブ（ケーキ）状、ミール状あるいはペレット状（こ この項に属するかすは、スラブ（ケーキ）状、ミール状あるいはペレット状（こ
の類の総説参照）のものである。 の類の総説参照）のものである。
この項には、食用に適する繊維状でない脱脂した粉を含む。 （新 設）
この項には、油滓を含まない（15.22 ） この項には、油滓を含まない（15.22 ）。

。 （新 設）
。。

号の解説
2306.41
2306.41 号において「菜種（低エルカ酸のもの）」とは、12類号注１及び12.05
項の解説参照。

２３．０８ 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物（ペレ ２３．０８ 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物（ペレ
ット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。） ット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。）

（削 除） 2308.10 －かし又はとちの実
2308.90 －その他のもの

（省 略） （省 略）


